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衆
議
院
議
員
原
口
一
博
君
提
出
Ｔ
Ｓ
Ｍ
Ｃ
及
び
Ｊ
Ａ
Ｓ
Ｍ
に
対
す
る
支
援
等
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付

す
る
。 

 
 



 

１ 

 

 
 
 

衆
議
院
議
員
原
口
一
博
君
提
出
Ｔ
Ｓ
Ｍ
Ｃ
及
び
Ｊ
Ａ
Ｓ
Ｍ
に
対
す
る
支
援
等
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

一
の
１
に
つ
い
て 

 
 

御
指
摘
の
「
外
国
企
業
に
過
度
に
依
存
す
る
」
の
具
体
的
に
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
御
指

摘
の
「
高
い
国
際
競
争
力
を
有
す
る
国
内
の
半
導
体
産
業
の
育
成
及
び
強
化
」
に
つ
い
て
は
、
政
府
と
し
て
、
我
が
国
産
業

に
と
っ
て
極
め
て
重
要
で
あ
る
と
考
え
て
お
り
、
御
指
摘
の
「
半
導
体
産
業
の
復
活
」
に
向
け
て
、
例
え
ば
、
半
導
体
・
デ

ジ
タ
ル
産
業
戦
略
（
令
和
五
年
六
月
六
日
経
済
産
業
省
改
定
）
に
お
い
て
、
ま
ず
足
下
の
生
産
基
盤
の
確
保
に
取
り
組
む
こ

と
と
し
て
い
る
。
半
導
体
の
中
で
も
、
と
り
わ
け
、
特
定
高
度
情
報
通
信
技
術
活
用
シ
ス
テ
ム
の
開
発
供
給
及
び
導
入
の
促

進
に
関
す
る
法
律
（
令
和
二
年
法
律
第
三
十
七
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
特
定
半
導
体
（
以

下
「
特
定
半
導
体
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
国
際
的
に
も
そ
の
生
産
能
力
が
限
ら
れ
て
い
る
た
め
、
「
外
国
企
業
」
で

あ
る
か
否
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
国
内
に
お
け
る
安
定
的
な
生
産
体
制
を
確
保
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
考
え
て
お
り
、T

a
iw

a
n
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u
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（
以
下
「
Ｔ
Ｓ
Ｍ
Ｃ
」
と
い
う
。
）
及
び

J
a
p
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 A
d

v
a
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ce
d

 

S
e
m

ico
n

d
u

cto
r M

a
n

u
fa

ctu
rin

g

株
式
会
社
（
以
下
「
Ｊ
Ａ
Ｓ
Ｍ
」
と
い
う
。
）
か
ら
提
出
さ
れ
た
法
第
十
一
条
第
一
項

に
規
定
す
る
特
定
半
導
体
生
産
施
設
整
備
等
計
画
（
以
下
「
特
定
半
導
体
生
産
施
設
整
備
等
計
画
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
、



 

２ 

 

令
和
四
年
六
月
及
び
令
和
六
年
二
月
に
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
く
認
定
（
以
下
「
認
定
」
と
い
う
。
）
を
し
た
も
の

で
あ
る
。
こ
う
し
た
取
組
に
加
え
、
御
指
摘
の
「
半
導
体
産
業
の
復
活
」
に
向
け
て
引
き
続
き
不
断
の
努
力
を
行
っ
て
ま
い

り
た
い
。 

一
の
２
に
つ
い
て 

 
 

政
府
と
し
て
は
、
我
が
国
に
お
い
て
、
令
和
十
二
年
ま
で
に
半
導
体
を
生
産
す
る
企
業
の
合
計
売
上
高
が
十
五
兆
円
超
と

な
り
、
半
導
体
の
安
定
的
な
供
給
が
確
保
さ
れ
る
こ
と
を
目
標
と
し
て
掲
げ
て
い
る
と
こ
ろ
、
こ
の
た
め
に
は
、
足
下
の
半

導
体
の
製
造
基
盤
の
確
保
、
次
世
代
技
術
の
確
立
及
び
将
来
技
術
の
研
究
開
発
に
取
り
組
む
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
て

お
り
、
例
え
ば
、
令
和
十
二
年
度
ま
で
特
定
半
導
体
基
金
事
業
及
び
安
定
供
給
確
保
支
援
事
業
を
、
令
和
十
一
年
度
ま
で
ポ

ス
ト
５
Ｇ
情
報
通
信
シ
ス
テ
ム
基
盤
強
化
研
究
開
発
事
業
を
、
そ
れ
ぞ
れ
実
施
す
る
な
ど
、
引
き
続
き
必
要
な
支
援
を
行
っ

て
い
く
考
え
で
あ
る
。 

二
の
１
に
つ
い
て 

 
 

御
指
摘
の
「
十
二
～
二
十
八
ナ
ノ
メ
ー
ト
ル
」
及
び
「
六
～
十
二
ナ
ノ
メ
ー
ト
ル
」
の
演
算
を
行
う
半
導
体
に
つ
い
て
は
、

令
和
六
年
十
二
月
四
日
時
点
で
、
我
が
国
で
量
産
さ
れ
た
実
績
が
な
く
、
御
指
摘
の
「
Ｔ
Ｓ
Ｍ
Ｃ
及
び
Ｊ
Ａ
Ｓ
Ｍ
の
熊
本
第



 

３ 

 

一
工
場
」
及
び
「
第
二
工
場
」
に
お
い
て
当
該
半
導
体
の
生
産
が
行
わ
れ
る
こ
と
は
、
特
定
半
導
体
の
国
内
安
定
供
給
確
保

に
資
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
加
え
、
半
導
体
製
造
装
置
や
半
導
体
材
料
等
の
関
連
産
業
の
集
積
、
人
材
育
成
等
を
通
じ
て
、

御
指
摘
の
「
我
が
国
の
半
導
体
産
業
の
振
興
に
」
大
い
に
「
寄
与
」
す
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。 

二
の
２
の
ア
及
び
３
に
つ
い
て 

 
 

認
定
の
要
件
と
し
て
は
、
法
第
十
一
条
第
三
項
第
四
号
に
お
い
て
、
同
項
第
二
号
に
規
定
す
る
特
定
半
導
体
等
（
以
下
「
特

定
半
導
体
等
」
と
い
う
。
）
の
需
給
が
ひ
っ
迫
し
た
場
合
に
お
い
て
増
産
す
る
こ
と
等
や
、
同
号
及
び
経
済
産
業
省
関
係
特

定
高
度
情
報
通
信
技
術
活
用
シ
ス
テ
ム
の
開
発
供
給
及
び
導
入
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
令
和
二
年
経
済
産
業
省

令
第
六
十
八
号
。
以
下
「
省
令
」
と
い
う
。
）
第
十
条
に
お
い
て
、
特
定
半
導
体
生
産
施
設
整
備
等
計
画
に
基
づ
く
特
定
半

導
体
等
の
生
産
が
十
年
以
上
継
続
的
に
行
わ
れ
る
と
見
込
ま
れ
る
こ
と
を
求
め
て
い
る
と
こ
ろ
、
Ｔ
Ｓ
Ｍ
Ｃ
及
び
Ｊ
Ａ
Ｓ
Ｍ

か
ら
提
出
さ
れ
た
特
定
半
導
体
生
産
施
設
整
備
等
計
画
に
、
「
十
年
以
上
の
継
続
生
産
を
予
定
」
、
「
Ｊ
Ａ
Ｓ
Ｍ
は
、
需
給

が
ひ
っ
迫
し
た
場
合
に
は
、
緊
急
時
対
応
と
し
て
稼
働
率
を
向
上
さ
せ
、
増
産
に
取
り
組
む
」
、
「
製
品
の
納
入
先
」
は
「
日

本
の
顧
客
が
中
心
」
、
「
Ｔ
Ｓ
Ｍ
Ｃ
は
、
日
本
政
府
か
ら
の
要
請
に
応
じ
、
日
本
の
顧
客
向
け
の
供
給
拡
大
に
つ
い
て
誠
実

に
協
議
に
応
じ
る
」
等
と
い
っ
た
旨
の
記
載
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
踏
ま
え
、
法
第
十
一
条
第
三
項
各
号
に
掲
げ
る
要
件



 

４ 

 

を
満
た
す
も
の
と
判
断
し
、
令
和
四
年
六
月
及
び
令
和
六
年
二
月
に
認
定
を
行
っ
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
認
定
を
受
け
た

者
（
以
下
「
認
定
事
業
者
」
と
い
う
。
）
が
認
定
に
係
る
特
定
半
導
体
生
産
施
設
整
備
等
計
画
に
従
っ
て
特
定
半
導
体
生
産

施
設
整
備
等
を
実
施
し
て
い
な
い
、
又
は
同
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
適
合
し
な
い
も
の
と
な
っ
た
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、

経
済
産
業
大
臣
は
、
法
第
十
二
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
当
該
特
定
半
導
体
生
産
施
設
整
備
等
計
画
の
変

更
を
指
示
し
、
又
は
当
該
認
定
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
を
踏
ま
え
、
助
成
金
の
交
付
を
受
け
た

認
定
事
業
者
に
対
し
て
当
該
認
定
に
基
づ
く
助
成
金
の
返
還
を
請
求
す
る
こ
と
が
必
要
な
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
助
成
金

の
交
付
に
係
る
業
務
を
行
う
国
立
研
究
開
発
法
人
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
産
業
技
術
総
合
開
発
機
構
（
以
下
「
Ｎ
Ｅ
Ｄ
Ｏ
」
と
い

う
。
）
に
お
い
て
、
特
定
半
導
体
基
金
事
業
費
助
成
金
交
付
規
程
（
令
和
四
年
四
月
三
十
日
付
け
Ｎ
Ｅ
Ｄ
Ｏ
作
成
。
以
下
「
交

付
規
程
」
と
い
う
。
）
に
基
づ
き
、
請
求
す
る
返
還
額
に
つ
い
て
は
経
済
産
業
省
か
ら
の
指
示
に
従
い
、
適
切
に
対
応
し
て

い
く
も
の
と
承
知
し
て
い
る
。 

二
の
２
の
イ
及
び
ウ
に
つ
い
て 

 
 

二
の
２
の
ア
で
お
尋
ね
の
「
Ｔ
Ｓ
Ｍ
Ｃ
及
び
Ｊ
Ａ
Ｓ
Ｍ
が
認
定
を
受
け
た
認
定
特
定
半
導
体
生
産
施
設
整
備
等
計
画
（
二

〇
二
二
半
経
第
〇
〇
一
号

一
及
び
二
〇
二
三
半
経
第
〇
〇
三
号

一
）
」
の
「
③
Ｔ
Ｓ
Ｍ
Ｃ
及
び
Ｊ
Ａ
Ｓ
Ｍ
は
、
関
係
法



 

５ 

 

規
及
び
契
約
の
規
定
を
常
に
遵
守
す
る
と
さ
れ
て
い
る
」
に
お
け
る
「
契
約
」
と
は
、
Ｔ
Ｓ
Ｍ
Ｃ
及
び
Ｊ
Ａ
Ｓ
Ｍ
が
、
そ
れ

ぞ
れ
が
自
社
で
雇
用
す
る
従
業
員
と
の
間
で
交
わ
す
労
働
契
約
を
指
し
て
い
る
も
の
と
認
識
し
て
い
る
。 

三
の
１
の
ア
に
つ
い
て 

 
 

お
尋
ね
の
「
Ｔ
Ｓ
Ｍ
Ｃ
及
び
Ｊ
Ａ
Ｓ
Ｍ
の
第
一
工
場
」
の
設
置
の
事
業
は
、
環
境
影
響
評
価
法
（
平
成
九
年
法
律
第
八
十

一
号
）
に
定
め
る
環
境
影
響
評
価
の
対
象
事
業
に
該
当
し
な
い
た
め
、
当
該
事
業
を
行
う
事
業
者
に
よ
る
同
法
に
基
づ
く
環

境
影
響
評
価
は
行
わ
れ
て
い
な
い
も
の
と
承
知
し
て
い
る
。 

三
の
１
の
イ
に
つ
い
て 

 
 

お
尋
ね
の
「
第
二
工
場
」
の
設
置
の
事
業
は
、
環
境
影
響
評
価
法
に
定
め
る
環
境
影
響
評
価
の
対
象
事
業
に
該
当
し
な
い

た
め
、
当
該
事
業
を
行
う
事
業
者
に
よ
る
同
法
の
規
定
に
基
づ
く
環
境
影
響
評
価
は
行
わ
れ
る
予
定
は
な
い
も
の
と
承
知
し

て
い
る
。 

三
の
２
の
ア
に
つ
い
て 

 
 

お
尋
ね
の
「
Ｔ
Ｓ
Ｍ
Ｃ
及
び
Ｊ
Ａ
Ｓ
Ｍ
の
半
導
体
製
造
工
場
の
稼
働
に
伴
う
」
「
周
辺
環
境
へ
の
影
響
」
に
つ
い
て
は
、

政
府
と
し
て
、
地
元
自
治
体
や
事
業
者
等
と
の
意
見
交
換
等
を
通
じ
て
把
握
に
努
め
て
お
り
、
地
下
水
に
つ
い
て
は
、
例
え



 

６ 

 

ば
、
Ｊ
Ａ
Ｓ
Ｍ
が
、
公
益
財
団
法
人
く
ま
も
と
地
下
水
財
団
等
が
実
施
す
る
地
下
水
涵 か

ん

養
事
業
に
参
画
し
、
地
下
水
保
全
に

向
け
て
必
要
な
取
組
を
講
じ
て
い
る
と
承
知
し
て
お
り
、
ま
た
、
排
水
対
策
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
、
熊
本
県
が
、
令
和
五

年
八
月
か
ら
令
和
六
年
十
一
月
ま
で
に
か
け
て
、
Ｊ
Ａ
Ｓ
Ｍ
の
半
導
体
工
場
周
辺
等
の
約
十
箇
所
に
お
い
て
水
質
調
査
を
実

施
し
て
お
り
、
同
様
の
調
査
を
御
指
摘
の
「
Ｊ
Ａ
Ｓ
Ｍ
の
第
一
工
場
の
本
格
稼
働
」
の
後
に
も
実
施
す
る
予
定
で
あ
る
と
承

知
し
て
い
る
。
引
き
続
き
、
地
元
自
治
体
や
事
業
者
等
と
連
携
し
、
お
尋
ね
の
「
周
辺
環
境
へ
の
影
響
」
の
適
切
な
把
握
に

努
め
て
ま
い
り
た
い
。 

三
の
２
の
イ
に
つ
い
て 

 
 

認
定
事
業
者
に
お
い
て
は
、
省
令
第
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
法
第
十
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
認
定
特
定
半
導

体
生
産
施
設
整
備
等
計
画
（
以
下
「
認
定
特
定
半
導
体
生
産
施
設
整
備
等
計
画
」
と
い
う
。
）
の
各
事
業
年
度
に
お
け
る
実

施
状
況
を
原
則
と
し
て
当
該
事
業
年
度
終
了
後
三
月
以
内
に
経
済
産
業
大
臣
に
報
告
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
お
り
、
政
府
と
し

て
は
、
当
該
報
告
の
内
容
に
基
づ
き
、
当
該
認
定
特
定
半
導
体
生
産
施
設
整
備
等
計
画
に
記
載
さ
れ
た
御
指
摘
の
「
環
境
対

策
」
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
当
該
報
告
の
内
容
に
疑
義
が
あ
る
場
合
に
は
、
法

第
三
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
大
臣
は
、
認
定
事
業
者
に
対
し
、
認
定
特
定
半
導
体
生
産
施
設
整
備
等
計
画
の



 

７ 

 

実
施
状
況
に
つ
い
て
報
告
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
加
え
て
、
二
の
２
の
ア
及
び
３
に
つ
い

て
で
お
答
え
し
た
と
お
り
、
こ
れ
ら
の
報
告
の
内
容
を
踏
ま
え
、
認
定
事
業
者
が
認
定
特
定
半
導
体
生
産
施
設
整
備
等
計
画

に
従
っ
て
特
定
半
導
体
生
産
施
設
整
備
等
を
実
施
し
て
い
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
同
大
臣
は
、
法
第
十
二
条
第
二
項

及
び
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
当
該
認
定
特
定
半
導
体
生
産
施
設
整
備
等
計
画
の
変
更
を
指
示
し
、
又
は
認
定
を
取
り
消

す
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
を
踏
ま
え
、
助
成
金
の
交
付
を
受
け
た
認
定
事
業
者
に
対
し
て
当
該
認
定
に
基
づ

く
助
成
金
の
返
還
を
請
求
す
る
こ
と
が
必
要
な
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
助
成
金
の
交
付
に
係
る
業
務
を
行
う
Ｎ
Ｅ
Ｄ
Ｏ
に

お
い
て
、
交
付
規
程
に
基
づ
き
、
請
求
す
る
返
還
額
に
つ
い
て
は
経
済
産
業
省
か
ら
の
指
示
に
従
い
、
適
切
に
対
応
し
て
い

く
も
の
と
承
知
し
て
い
る
。 


